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対区内在住で妊娠された方
◆手続きに必要なもの
①マイナンバーカード ②マイナポータルアプリがインストールされている①が読取可能なスマートフォン、またはパソコンとICカードリーダー
備 手続き後、ネウボラ面接（妊娠期面接）を行い、母子健康手帳等を交付するため、お住まいの地域の総合支所健康づくり課への来庁が必要です。

デジタルで快適、消費生活術～デジタル社会の進展と消費者のくらし

　インターネットを介した新たな消費者トラブルが発生しています。トラブルを避けなが
らデジタルサービスを利用して、より豊かな生活を送るためには、デジタルサービスの
仕組みと利用する場合のリスクをよく理解すること、インターネットの情報の正確さを見
極め、適切に活用するための情報モラル等を身につけることが大切です。
◆トラブルに遭

あ

わないために
◦SNS等で知り合った人を安易に信用したり、インターネットの情報を鵜

う

呑
の

みにしな
いようにしましょう。

◦一度、インターネット上に書き込まれた情報をすべて削除することは困難であると
いうことを覚えておきましょう。

◦インターネット通販は、クーリング・オフができません。低価格や利便性ばか
りを強調する広告等には注意し、契約条件等をよく確認してから慎重に判断し
ましょう。

トラブルや被害で困ったときは、消費生活センター（☎3410-6522）にご相談ください。

マイナポータルの「ぴったりサービス」で妊娠の届出ができます

5月は消費者月間です

問 世田谷保健所健康推進課 ☎5432-2446 FAX5432-3102 区HP 203578

問 消費生活課 ☎3410-6523 FAX3411-6845

問 選挙管理委員会事務局 ☎5432-2751 FAX5432-3045

●視覚障害のある方で、本紙の点字版・CD版・デイジー版の郵送を希望される場合は、広報広聴課（☎5432-2009 FAX 5432-3001)へお申し込みください。

　開票結果は、区のホームページでご覧になれます。

4月23日執行世田谷区議会議員・
区長選挙の開票結果

問 12＝子ども家庭課 ☎5432-2309 FAX5432-3081、3～6＝総合支所子ども家庭支援課（世田谷☎5432-2311 FAX5432-3034、北沢☎6804-7526 
FAX6804-9044、玉川☎3702-1792 FAX3702-1336、砧☎3482-1344 FAX6277-9721、烏山☎3326-9864 FAX3308-3036）

備 13～5は、原則として申請日の翌月から支給開始、2は原則として申請月の初日から助成開始、6は原則として申請日から助成開始。

児童に関する手当・医療費助成等の申請はお済みですか

問 高齢者安心コール ☎03-5432-1010 FAX03-5432-1030

対 ＝対象（特記ない場合、区内在住・在勤・在学者）　日 ＝日時・日程　場 ＝会場　 ＝当日直接会場へ　講 ＝講師
費 ＝費用（特記ない場合、無料）　備 ＝ほかの情報（「保育可」は生後5か月以上で首がすわっている子～未就学児が対象）
申 ＝申込方法（特記ない場合、発行日時点で申込可）　問 ＝問合せ先

＝区のホームページ（右記二次元コード）から申込可（ はスマートフォン不可）　区HP 0000 ＝区のホームページ検索バーへの番号入力でページを表示

マーク
概要

区の手続きや施設・イベント案内は せたがやコール 午前8時～午後9時（年中無休）☎03-5432-3333 FAX 03-5432-3100せ
た

がや
コール

制度名 支給要件・手当額（月額）・助成範囲等

1 児童手当

【支給要件】15歳到達後最初の3月31日（中学校修了前）までの児童を養育している方
【手当額】3歳未満＝1万5000円、3歳から小学校修了前〈第1・2子〉＝1万円〈第3子以降〉＝1万5000円、中学生＝1万円
※受給者の所得が所得制限限度額以上・所得上限限度額未満の場合は、児童一人につき5000円となります。
※4年10月支給分（6～9月分）から所得上限限度額が設けられ、所得上限限度額以上の方は児童手当等が支給されません。
※何子目かは、18歳の年度末までの児童を含めて数えます。

【注意】所得上限限度額を超えたことで4年10月支給分からの児童手当が支給されなくなった方のうち、4年分（1～12月）所得が所得上限限度
額未満となった場合、5年5月中（または住民税決定通知書を受け取った日から15日以内）に認定請求書等を提出してください。審査の結果支
給対象となった場合は、申請された翌月分から支給を開始します。

2 子ども等医療費助成 【支給要件】区内に住所がある、18歳到達後最初の3月31日までの児童（生活保護受給、規則に定める施設に入所、児童福祉法による里子の場合等を除く）
【助成範囲】児童の健康保険適用の自己負担額、入院時の食事療養標準負担額

3 児童扶養手当

【支給要件】18歳到達後最初の3月31日まで（児童に中度以上の障害がある場合は20歳未満）で、次のいずれかの状態にある児童を養育してい
る方①父母が離婚②父または母が死亡③父または母が重度の障害④父または母が生死不明⑤父または母に1年以上遺棄されている⑥父または
母が配偶者からの暴力で「裁判所からの保護命令」を受けた⑦父または母が1年以上拘禁されている⑧母の婚姻によらないで出生した（児童が児
童福祉施設等に入所、児童が受給者以外の父または母と生計を同じくしている場合（父または母が重度の障害の場合を除く）等を除く）

【手当額】児童1人目＝4万4140円～1万410円（所得による）、2人目＝1万420円～5210円（所得による）、3人目以降＝1人につき6250円～3130円（所得に
よる）※所得制限あり。

4 特別児童扶養手当

【支給要件】心身に中度以上の障害（身体障害者手帳3級（一部除く）程度以上・一部4級程度、愛の手帳3度程度以上または同程度の精神障害）、
その他の障害・疾病等により日常生活に著しい制限を受ける20歳未満の児童を養育している方（児童が児童福祉施設等に入所、児童の障害に
より公的年金を受給している場合等を除く）※複数の障害がある場合は、個々の障害の程度が上記より軽度な場合でも該当となることがあります。

【手当額】障害のある児童1人につき5万3700円または3万5760円（障害の程度による）※所得制限あり。

5 児童育成
手当

育成
手当

【支給要件】18歳到達後最初の3月31日までで、次のいずれかの状態にある児童を養育している方①父母が離婚②父または母が死亡③父または
母が重度の障害④父または母が生死不明⑤父または母に1年以上遺棄されている⑥父または母が配偶者からの暴力で「裁判所からの保護命令」
を受けた⑦父または母が1年以上拘禁されている⑧母の婚姻によらないで出生した（児童が規則に定める施設に入所している場合等を除く）

【手当額】児童1人につき1万3500円 ※所得制限あり。

障害
手当

【支給要件】心身に障害（身体障害者手帳2級程度以上、愛の手帳3度程度以上、脳性麻
ま

痺
ひ

、進行性筋萎
い

縮
しゅく

症）のある20歳未満の児童を養育して
いる方（児童が規則に定める施設に入所している場合等を除く）

【手当額】児童1人につき1万5500円 ※所得制限あり。

6 ひとり親家庭等
医療費助成

【支給要件】5の育成手当の支給要件を満たす、ひとり親家庭等の児童（児童に中度以上の障害がある場合は20歳未満まで助成可）と父または母
および養育者（生活保護受給の場合等を除く）

【助成範囲】健康保険適用の自己負担分（限度額まで）の全部または一部 ※所得制限あり。

　外出先から帰れない等の不安のある方が事前に登録するこ
とで、外出先で保護されたときに緊急連絡先に連絡できるス
テッカーを配付します。
対認知症により外出時に帰れ
なくなる等の症状がある方
配付枚数／ 1人20枚
担当＝高齢福祉課

高齢者見守りステッカーの配付

マイナポータル「ぴったりサービス」▶

▲杖など身の回りの物に貼ってください


